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河川における公共事業をめぐる合意形成の場のあり方

千歳川放水路問題の教訓は生かされたか?
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一
、

は

じ

め

に

ダ
ム
、
堰
な
ど
の
公
共
事
業
に
あ
た

っ
て
、
途
中
段
階

で
そ
の
必
要
性
や
環
境
影
響
が
問
題
と
な
り
、
大
き
な
社

会
問
題
と
な
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
と
く
に
長
良
川
河

口
堰
問
題
と
千
歳
川
放
水
路
問
題
は
、
河
川
行
政
の
大
き

な
転
機
と
な
り
、

一
九
九
七
年
に
改
正
さ
れ
た
新
河
川
法

に
は
、
公
共
事
業
の
計
画
段
階
か
ら
、
市
民
の
意
見
を
聞

き
、
整
備
計
画
を
策
定
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
盛
り
込

ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
新
河
川
法
に
基
づ
い
て
、
二
〇

〇

一
年
に
設
置
さ
れ
た
淀
川
水
系
流
域
委
昌
ハ会
は
、
学
識

経
験
者
ば
か
り
で
な
く
流
域
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
た

河
川
整
備
計
画
づ
く
り
の
モ
デ
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

し
か
し
二
〇
〇
六
年
、
国
土
交
通
省
は
淀
川
水
系
流
域
委

員
会
の
中
止
を
決
め
、
二
〇
〇
七
年
に
よ
う
や
く
再
開
さ

れ
た
も
の
の
、
河
川
整
備
計
画
に
流
域
住
民
の
意
見
が
十

分
に
反
映
さ
れ
る
状
況
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
ま
た
利
根

川
流
域
河
川
整
備
計
画
は
、
淀
川
流
域
の
よ
う
な
協
議
会

方
式
で
は
な
く
、
学
識
経
験
者
、
流
域
住
民
、
地
元
首
長

な
ど
か
ら
別
々
に
意
見
を
聞
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
方
式
が
採
用

さ
れ
る
な
ど
、
新
河
川
法

に
も
と
つ
く
河
川
整
備
計
画
づ

く
り
の
プ
ロ
セ
ス
は
大
き
く
後
退
し
て
い
る
。

果
た
し
て
、
長
良
川
河
口
堰
問
題
や
千
歳
川
放
水
路
問

題
の
教
訓
は
河
川
事
業
に
生
か
さ
れ
た
の
か
?

河
川
事

業
に
あ
た

っ
て
、
計
画
段
階
ま
た
は
途
中
段
階
で
住
民
参

加
の
合
意
形
成

の
場
を
設
置
し
た
五

つ
の
事
例
を
検
証

し
、
合
意
事
項
の
事
業
計
画

へ
の
反
映
の
成
否
な
ど
を
分

析
し
、
合
意
形
成
の
場
の
あ
り
方
を
提
言
す
る
。

二
、
河
川

に
お
け
る
公
共
事
業

を
め
ぐ
る
合

意
形
成

の
場
の
事
例

1
、
長
良
川
河

口
堰
円
卓
会
議

長
良
川
河
口
堰
は
、
治
水

(凌
深
)
と
そ
れ
に
伴
う
塩

害
防
止
、
利
水
を
目
的
と
し
て
建
設
さ
れ
た
河
口
堰
で
あ

る
。

一
九
八
八
年

に
最
後
ま
で
反
対
を
貫
い
た
三
重
県
の

赤
須
賀
漁
協
が
建
設

に
同
意
し
河
口
堰
建
設
に
着
工
、

一

九
九
四
年
に
は
河
口
堰
が
完
成
し
試
験
湛
水
が
始
ま

っ

た
。一

九
九
四
年

に
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
が
反
対
派
と
話
し

合
い
を
持
ち
、
「長
良
川
河
[
堰
に
関
す
る
円
卓
会
議
」
が

開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
長
良
川
河
口
堰
円
卓
会
議

で
は
、

一
九
九
五
年
三
月
か
ら
五
月
の
問
、
学
識
経
験
者

が
交
代
で
座
長
を

つ
と
め
、
建
設
省
、
水
資
源
開
発
公
団
、

漁
民
、
市
民
団
体
が
出
席
し
、
防
災
、
環
境
、
水
需
要
、

塩
害
の
四
テ
ー
マ
に
つ
い
て
討
論
し
た
。

長
良
川
河
口
堰
円
卓
会
議
は
、
完
成
し
た
堰
を
め
ぐ

つ

て
、
運
用
直
前

に
立
ち
止
ま
っ
て
、
そ
の
事
業
効
果
、
環

境
影
響
な
ど
を
検
討
し
た
と
い
う
点
で
は
、
画
期
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
円
卓
会
議
が
は
じ
ま
っ
て
わ
ず

か
二
ヶ
月
後
、
野
坂
建
設
大
臣
は
河
口
堰

の
運
用
開
始
を

宣
言
し
た
。
こ
の
た
め
、
長
良
川
河
口
堰
円
卓
会
議
の
議

論
は
事
業
計
画
に
は
生
か
さ
れ
な
か

っ
た
。

長
良
川
河
口
堰
円
卓
会
議
が
、
公
共
事
業
を
め
ぐ
る
合

意
形
成
の
場
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

①
工
事
が
完
了
し
た
段
階
で
開
か
れ
た
た
め
運
用
を
中
止

す
る
と
い
う
選
択
肢
は
最
初
か
ら
可
能
性
が
薄
か
っ
た
、

②
円
卓
会
議
の
結
論
が
出
る
ま
で
運
川
は
行
わ
な
い
と
い

う
担
保
が
と
れ
て
い
な
か

っ
た
、
③
建
設
省
が
事
務
局
と

な

っ
た
た
め
、
円
卓
会
議
の
継
続

・
中
止
の
判
断
が
建
設

大
臣
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
、
④
座
長
が
交
代
制
で
あ
り
、
出
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席
者
も
テ
ー
マ
に
よ

っ
て
異
な
る
た
め
、
円
卓
会
議
の
結

論
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ま
と
め
る
か
が
曖
昧
で
あ

っ

た
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

長
良
川
河
口
堰
円
卓
会
議
は
、
結
果
か
ら
判
断
す
れ
ば

失
敗
だ

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
建
設
省
の
技

術
者
が
円
卓
会
議
を
通
じ
て
、
河
口
堰
反
対
を
主
張
す
る

住
民
の
意
見
を
直
接
聞
き
、
河
川
に
お
け
る
公
共
事
業
の

計
画
段
階
で
住
民
合
意
を
と
る
必
要
性
を
強
く
認
識
し
た

点
で
、
後
の
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
な
ど
に
影
響
を
与
え

た
。

2
、
吉
野
川
第
十
堰
建
設
事
業
審
議
委
員
会

(ダ

ム
等

審
議
委
員
会
)

吉
野
川
第
十
堰
は
、
徳
島
県
を
流
れ
る
吉
野
川
の
汽
水

域
に
、
江
戸
時
代
に
農
業
用
水
の
取
水
を
目
的
に
建
設
さ

れ
た
固
定
堰
で
あ
り
、
阿
波
の
青
石
を
石
畳
の
よ
う
に
敷

き
詰
め
た
伝
統
的
な
堰
で
あ
る
。
建
設
省
は
、
堰
の
老
朽

化
と
洪
水
時
の
せ
き
あ
げ
を
理
由
に
、
こ
の
第
十
堰
を
取

り
壊
し
、
可
動
堰
を
建
設
す
る
計
画
を
た
て
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
吉
野
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
の
市
民
団
体
か
ら
、

洪
水
時
の
せ
き
あ
げ
の
予
測
な
ど
に
疑
問
が
出
さ
れ
、

一

九
九
五
年
に
河
川
局
長
通
達

「ダ
ム
等
事
業
に
係
る
事
業

評
価
方
策
の
試
行
」
に
基
づ
い
て
吉
野
川
第
十
堰
建
設
事

業
審
議
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

審
議
委
員
会
の
構
成
は
、
学
識
経
験
者
五
名
、
地
元
首

長
三
名
、
地
元
議
会
議
長
三
名
の
合
計

一
一
名
で
あ
り
、

議
長
は
学
識
経
験
者
が
務
め
た
。
審
議
委
員
会
は
、
洪
水

時
の
せ
き
あ
げ
な
ど
に
関
し
て
、
日
本
土
木
学
会
か
ら
推

薦
を
受
け
た
六
人
の
専
門
家
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と

も
に
、
環
境
影
響
に
関
し
て
は
環
境
調
査
委
員
会
委
員
に

出
席
を
求
め
質
疑
を
行

っ
た
。
し
か
し

一
九
九
八
年
に
は
、

三
年
に
及
ぶ
審
議
で
議
論
は
十
分
に
尽
く
し
た
と
し
て
審

議
を
打
ち
切
り
、
可
動
堰
の
建
設
を
妥
当
と
す
る
結
論
を

出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
吉
野
川
第
十
堰
建
設
事
業
に
住
民
意

見
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
市
民
団
体
が
中
心
と
な

っ

て
、

一
九
九
九
年
に
徳
島
市
に
お
い
て
住
民
投
票
条
例
が

可
決
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年

に
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
住
民
投
票
条
例
は
、
投
票
率
が
五
〇
%
に
達
し
な
い

と
き
は
開
票
を
行
わ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
投

票
率
は
五
五
%
に
達
し
、
開
票
の
結
果
、
投
票
者
の
九

一
・

六
%
が
可
動
堰
建
設
に
反
対
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

小
池
徳
島
市
長
は
可
動
堰
の
建
設
に
反
対
す
る
意
思
を
表

明
、
ま
た
二
〇
〇
二
年
に
は
、
可
動
堰
中
止
を
公
約

に
掲

げ
た
大
田
徳
島
県
知
事
が
当
選
し
た
。

吉
野
川
第
十
堰
建
設
事
業
審
議
委
員
会
は
、
①
途
中
か

ら
で
は
あ
る
が
会
議
を
公
開
し
た
こ
と
、
②
公
聴
会
を
行

い
市
民
団
体
の
意
見
を
聴

い
た
こ
と
、
③
議
事
録
を
公
開

し
た
こ
と
、
な
ど
住
民
の
批
判
に
よ

っ
て
少
し
ず

つ
開
か

れ
た
会
議
に
近
づ
い
た
も
の
の
、
河
川
事
業
に
対
す
る
住

民
合
意
の
場
と
し
て
は
機
能
し
な
か

っ
た
。
そ
の
最
大
の

理
由
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
地
元
首
長
と
議
会
議
長

に

よ

っ
て
占
め
ら
れ
、
流
域
住
民
や
自
然
保
護
団
体
の
意
見

は
公
聴
会
で
聴
く
と
い
う
方
式
を
と

っ
て
い
た
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
と
自
治
体
が
、

一
心
同
体
と
な

っ

て
進
め
て
き
た
公
共
事
業
を
、
こ
れ
ま
で
事
業
を
推
進
し

て
き
た
地
元
首
長
な
ど
が
半
数
以
上
を
占
め
、
事
業
者
が

事
務
局
を
取
り
仕
切
る
ダ
ム
等
審
議
委
員
会
が
、
客
観
的

に
見
直
せ
る
は
ず
は
な
か

っ
た
。

第
十
堰
建
設
事
業

の
住
民
投
票
は
、
地
元
首
長
や
地
元

議
会
が
、
必
ず
し
も
住
民
の
大
多
数
の
意
見
を
反
映
し
て

い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
元
の
要
望
と
い
う
形
を

と

っ
て
公
共
事
業
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
浮
き
彫

り
に
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

3
、
千
歳
川
流
域
治
水
対
策
検
討
委
員
会

千
歳
川
放
水
路

に
つ
い
て
は
、
本
誌
「北
海
道
の
自
然
」

に
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
説
明

す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

一
九
九
三
年
に
釧
路
で
開
催

さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
締
約
国
会
議
な
ど
で
、
国
際
的

な
批
判
を
浴
び
事
業
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
北
海
道
開
発

庁
は
、

一
九
九
七
年
に
北
海
道
庁
に
対
し
て
住
民
合
意
が

得
ら
れ
る
治
水
対
策
の
検
討
を
依
頼
し
、
同
年
九
月
に
千

歳
川
流
域
治
水
対
策
検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の

委
員
会
は
、
当
初
自
然
保
護
団
体
等
の
利
害
関
係
者
を
含

め
た
円
卓
会
議
形
式
で
企
画
さ
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
千

歳
川
放
水
路
を
選
択
肢
か
ら
除
外
し
た
治
水
対
策
を
求
め

る
自
然
保
護
団
体
が
円
卓
会
議
に
加
わ
る
こ
と
を
拒
否
し

た
結
果
、
学
識
経
験
者
を
中
心
と
し
た
第
三
者
委
員
会
と

い
う
性
格
を
持

っ
た
委
員
会
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と

に
な

っ
た
。

千
歳
川
流
域
治
水
対
策
検
討
委
員
会
は
、
放
水
路
推
進

の
農
民
、
放
水
路
反
対
の
漁
民
、
自
然
保
護
団
体
の
意
見

を
、
公
聴
会
形
式
で
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
の

効
果
や
環
境

へ
の
影
響
を
客
観
的

に
判
断
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。
途
中
か
ら
は
農
業
団
体
、
自
然
保
護
団
体
な
ど

か
ら
九
人
の
委
員
を
加
え
た
拡
大
委
員
会
形
式
が
と
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。

千
歳
川
流
域
治
水
対
策
検
討
委
員
会
は
、

一
九
九
九
年

六
月
、
「
千
歳
川
放
水
路
案
を
検
討
に
含
め
な
い
総
合
治
水

対
策
を
優
先
す
る
」
と
い
う
報
告
を
北
海
道
知
事
に
提
出

し
た
。
こ
れ
に
は
、
一
九
九
七
年
に
河
川
法
が
改
正
さ
れ
、

治
水
、
利
水
に
加
え
水
質
、
景
観
な
ど
を
含
む
環
境
の
維

持
が
、
河
川
整
備
の
目
的
に
加
わ
り
、
河
川
審
議
会
に
お

い
て
、
洪
水
を
ダ
ム
や
堤
防
で
閉
じ
込
め
る
河
道
主
義
か

ら
、
堤
防
を
越
流
す
る
こ
と
も
想
定
し
た
河
畔
林
の
整
備

な
ど
、
総
合
治
水

の
考
え
方
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
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背
景
も
あ
る
。

千
歳
川
流
域
治
水
対
策
検
討
委
員
会
が
評
価
さ
れ
る
点

と
し
て
、
①
委
員
会
が
利
害
関
係
者
を
含
ま
な
い
第
三
者

に
よ
る
公
正
な
審
判
機
関
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
②
委

員
会
が
利
害
関
係
者

の
主
張
を
じ

っ
く
り
と
聞
く
姿
勢
を

見
せ
て
拡
大
委
員
会

の
開
催
に
つ
な
げ
た
こ
と
で
円
卓
会

議
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
こ
と
、
③
事
業
計
画
段
階

で
あ

っ
た
た
め
放
水
路
中
止
を
選
択
肢
に
含
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ

っ
た
こ
と
、
④
事
業
者
で
あ
る
北
海
道
開
発
局

で
は
な
く
北
海
道
庁
が
主
催
者
と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。

4
、
川
辺
川
ダ

ム
を
考
え
る
住
民
討
論
集
会

川
辺
川
は
、
宮
崎
県

・
熊
本
県
の
県
境
に
あ
る
九
州
脊

梁
山
地
に
源
を
発
し
、
人
吉
盆
地

に
お
い
て
球
磨
川
本
流

と
合
流
し
八
代
海

へ
と
注
ぐ
。
建
設
省
は
、

一
九
六
六
年

に
貯
水
量

一
億
三
千
万
ト
ン
の
川
辺
川
ダ
ム
を
建
設
し
、

治
水
な
ら
び
に
農
業
利
水
を
行
う
計
画
を
た
て
た
。

一
九

九
五
年
に
は
、
ダ
ム
審
議
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
吉

野
川
第
十
堰
建
設
事
業
審
査
委
員
会
と
同
様
、

一
二
名
中

七
名
が
地
元
首
長
と
地
元
議
会
議
長
か
ら
構
成
さ
れ
た
た

め
、

一
九
九
八
年
に
は

「
川
辺
川
ダ
ム
は
継
続
し
て
実
施

す
る
こ
と
が
妥
当
」
と
す
る
結
論
を
出
し
た
。
し
か
し
建

設
省
は
、
川
辺
川
ダ
ム
審
議
委
員
会
に
、
ダ
ム
建
設
予
定

地
に
生
息
す
る
ク
マ
タ
カ
の
情
報
を
提
供
せ
ず
に
審
議
を

す
す
め
た
こ
と
が
、
審
議
委
員
会
終
了
後
に
露
呈
し
、
事

業
者
が
審
議
委
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
の

声
が
出
さ
れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
就
任
し
た
潮
谷
熊
本
県
知
事
は
川
辺
川

ダ
ム
問
題
を
解
決

に
導
く
た
め
、
川
辺
川
ダ
ム
を
考
え
る

住
民
討
論
集
会

の
開
催
を
決
め
た
。
こ
れ
は
、
川
辺
川
研

究
会
な
ど
か
ら
ダ
ム
に
代
わ
る
治
水
代
替
案
が
出
さ
れ
た

の
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
と
市
民
団
体
に
対
し
て
住
民

に
対
す
る
説
明
責
任
を
求
め
る
と
い
う
趣
旨
で
開
始
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇

一
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
の

二
年
間
に
計
九
回
の
集
会
が
開
か
れ
、
治
水
、
環
境
の
問

題
に
つ
い
て
論
戦
が
行
わ
れ
た
。

川
辺
川
ダ
ム
を
考
え
る
住
民
討
論
集
会
は
、
千
歳
川
流

域
治
水
対
策
検
討
委
員
会
と
は
大
き
く
異
な
り
、
国
土
交

通
省
と
市
民
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
支
持
す
る
学

識
経
験
者
と
と
も
に
登
壇
し
、
県
民
の
前
で
意
見
を
主
張

し
あ

っ
て
終
わ
り
、
合
意
の
形
成
の
場
と
し
て
は
役
割
を

果
た
せ
な
か
っ
た
。

川
辺
川
ダ
ム
を
考
え
る
住
民
討
論
集
会
の
成
果
は
、
傍

聴

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
を
通
し
て
川
辺
川
ダ
ム
の
代

替
案
や
環
境
影
響
を
広
く
知
ら
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一

方
、
住
民
討
論
集
会
は
、
①
合
意
形
成
よ
り
も
説
明
責
任

に
重
点
が
置
か
れ
た
た
め
、
双
方
の
意
見
を
主
張
す
る
の

み
に
終
わ
っ
た
、
②
会
議
出
席
者
の
旅
費
が
主
催
者
で
は

な
く
参
加
者
負
担
で
あ
り
、
業
務
と
し
て
集
会
に
出
席
す

る
国
土
交
通
省
と
、
自
費
ま
た
は
カ
ン
パ
で
集
会

に
出
席

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
民
団
体
で
は
大
き
な

ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
、
③
国
土
交
通
省
側
の
登
壇
者
が
市

民
団
体
の
登
壇
者

の
個
人
的
な
揚
げ
足
と
り
を
行
う
な

ど
、
科
学
的
な
議
論
に
な
ら
な
い
場
面
が
多
々
見
ら
れ
た
、

な
ど
の
課
題
を
残
し
た
。

5
、
淀
川
水
系
流
域
委
員
会

河
川
法
の
改
正
に
と
も
な
い
、
河
川
整
備
計
画
の
策
定

に
あ
た
り
、
学
識
経
験
者
や
地
元
首
長
だ
け
で
な
く
、
流

域
住
民

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
手
続

き
が
必
要
と
な

っ

た
。
し
か
し
流
域
住
民
の
意
見
の
旦
ハ体
的
な
反
映
方
法
は
、

地
方
整
備
局
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
長
良
川
河
口
堰
問
題

に
か
か
わ
り
、
近
畿
地
方
整
備
局
に
異
動
し
た
宮
本
河
川

部
長
は
、
淀
川
水
系
に
お
け
る
河
川
整
備
計
画
づ
く
り
を

新
河
川
法
の
住
民
意
見
反
映
の
モ
デ

ル
と
し
た
い
と
考

え
、
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
の
設
置
に
取
り
組
ん
だ
。

二
〇
〇

一
年
に
発
足
し
た
第

一
期
淀
川
水
系
流
域
委
員

会
は
、
二
二
名
の
委
員
会
委
員

の
ほ
か
、
淀
川
、
琵
琶
湖
、

猪
名
川
の
各
部
会
委
員
を
加
え
た
の
べ
五
三
名
に
よ

っ
て

構
成
さ
れ
た
。
委
員
構
成
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
河

川
法
第

一
六
条

の
二
第
三
項
に
規
定
さ
れ
る
学
識
経
験
者

か
ら
の
意
見
聴
取
の
場
で
あ
る
流
域
委
員
会
に
、
流
域
住

民
か
ら
の
公
募
委
員
を

「地
域
に
詳
し
い
委
員
」
と
し
て

委
員
に
加
え
た
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
会
議
で
は
、
市
民

の
素
朴
な
疑
問
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
識

経
験
者
委
員
も
河
川
工
学
の
専
門
で
は
な
い
市
民
に
わ
か

り
や
す
い
言
葉
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

会
議
は
完
全
に
公
開
で
行
わ
れ
、
配
布
資
料
も
公
開
さ

れ
た
。
会
議
の
中
で
は
、
傍
聴
者
に
も
発
言
の
機
会
が
与

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
傍
聴
に
こ
ら
れ
な
い
市
民
の
た
め
に
、

配
布
資
料
や
議
事
録
は
、

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
で
誰
で
も
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

二
〇
〇
三
年
、
第

一
期
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
は
、
国

の
社
会
資
本
整
備
審
議
会
が
河
川
整
備
基
本
方
針
を
決
定

す
る
前
に
、
「新
た
な
河
川
整
備
を
め
ざ
し
て
ー
淀
川
水
系

流
域
委
員
会
提
言
」
を
ま
と
め
た
。
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、

「
ダ
ム
は
自
然
環
境
に
お
よ
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
こ
と
な

ど
の
た
め
原
則
と
し
て
建
設
し
な
い
も
の
と
し
、
考
え
う

る
す
べ
て
の
実
行
可
能
な
代
替
案
の
検
討
の
も
と
で
、
ダ

ム
以
外
に
実
行
可
能
で
有
効
な
方
法
が
な
い
こ
と
が
客
観

的
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
住
民
団
体

・
地
域
組
織
な
ど
を
含

む
住
民
の
社
会
的
合
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
限
り
建
設
す

る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
提
言
が
行
わ
れ
た
。

第
二
期
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
で
は
、
近
畿
地
方
整
備

局
が
河
川
整
備
計
画
基
礎
素
案
を
示
し
、
そ
れ
に
対
し
て
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委
員
会
が
注
文
を

つ
け
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
。
ダ
ム

に
関
し
て
は
、
川
上
ダ
ム
、
丹
生
ダ

ム
、
大
戸
川
ダ
ム
、

天
ヶ
瀬
ダ
ム
、
余
野
川
ダ
ム
な
ど
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ

が
設
置
さ
れ
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
天
ヶ
瀬
ダ
ム

を
除
く
四
つ
の
ダ
ム
の

「中
断
を
継
続
」
す
べ
き
で
あ
る

と
の
結
論
を
出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
〇
五
年
、
国
土
交
通
省
は
水
系

流
域
委
員
会

へ
の
連
絡
も
な
く
、
大
戸
川
ダ
ム
、
余
野
川

ダ
ム
は
中
止
す
る
が
、
川
上
ダ
ム
、
丹
生
ダ
ム
は
規
模
縮

小
な
が
ら
も
事
業
継
続
と
す
る
と
マ
ス
コ
ミ
に
発
表
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
流
域
委
員
会
は
、
「流
域
委
員
会
と
近

畿
地
方
整
備
局
と
の
相
互
努
力
の
も
と
に
河
川
整
備
計
画

案
を
検
討
し
、
生
成
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
新
し
い
計

画
策
定
の
手
順
と
新
し
い
審
議
の
形
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル

を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
相
互
の
信
頼
関
係

を
著
し
く
損
な
う
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
き
わ
め
て

遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
委
員
長
声
明
を
発
表
し
た
。

二
〇
〇
六
年
に
は
、
流
域
委
員
会
委
員
の
嘉
田
由
紀
子
氏

が
、
丹
生
ダ

ム
を
推
進
す
る
現
職
知
事
を
破

っ
て
滋
賀
県

知
事
に
当
選
。
同
年

一
〇
月
、
国
土
交
通
省
は
淀
川
水
系

流
域
委
員
会
を
休
止
す
る
と
発
表
し
た
。
二
〇
〇
七
年
八

月
、
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
は
再
開
さ
れ
、
国
土
交
通
省

を
退
職
し
た
宮
本
氏
が
委
員
長
に
選
ば
れ
た
。

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
の
合
意
形
成
の
場
と
し
て
の
特

徴
は
、
①
準
備
会
議
に
お
い
て
会
議

の
組
織
、
委
員
の
選

出
、
会
議
の
公
開
な
ど
に
つ
い
て
枠
組
み
を
作

っ
た
こ
と
、

②
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
流
域
委
員
会
に
公
募
市
民

を
地
域
に
詳
し
い
委
員
と
し
て
加
え
た
こ
と
、
③
国
が
河

川
整
備
基
本
方
針
や
河
川
整
備
計
画
案
を
示
す
前
に
、
新

た
な
河
川
整
備

へ
の
提
言
を
ま
と
め
た
こ
と
、
④
国
が
事

務
局
を
す
る
の
で
は
な
く
、
民
間
企
業
に
庶
務
を
委
託
す

る
方
針
を
と

っ
た
こ
と
、
⑤
会
議
を
完
全
公
開
し
、
配
布

資
料
、
議
事
録
な
ど
す
べ
て
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
読
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
⑥
市
民
参
加

に
よ
る
円
卓
会
議

(意
見
交
換
会
)
や
地
域
の

意
見
を
聞
く
会
な
ど
委
員
会
の
外
の
意
見
を
聞

く
機
会
を
確
保
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

三
、
河
川
に
お
け
る
公
共
事
業

の
合

意
形
成

の
あ
り
方

五

つ
の
事
例

(表
1
)
を
見
る
と
、
長
良
川

河
口
堰
円
卓
会
議
の
よ
う
に
工
事
が
完
了
し
て

か
ら
で
は
、
運
用
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
を
選

ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
千
歳
川
放
水
路
の

よ
う
に
計
画
段
階
の
事
業
は
見
直
す
こ
と
が
で

き
た
。
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
は
、
着
工
中

の

ダ

ム
も

一
時
中
断
し
て
議
論

し
た
と

い
う
点

で
、
画
期
的
な
合
意
形
成
の
場
で
あ

っ
た
が
、

そ
れ
に
は
、
事
業
者
側
が
ダ
ム
中
止
と
い
う
結

論
が
出
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
確

固
た
る
覚
悟
が
な
い
と
で
き
な
い
。

二
〇
〇
五
年
以
降

の
国
土
交
通
省

の
姿
勢

は
、
新
河
川
法
に
基
づ
い
て
住
民
意
見
を
聞
い

て
河
川
整
備
計
画
を
策
定
す
る
と
い
う
建
前

と
、
地
元
の
首
長
や
国
会
議
員
か
ら
強

い
要
望

の
あ
る
公
共
事
業
は
な
ん
と
し
て
も
継
続
し
た

い
と
い
う
本
音
の
間
で
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て

い
る
。

公
共
事
業
を
め
ぐ
る
合
意
形
成

の
場
が
成
立

す
る
た
め
は
、
会
議
に
お
い
て
出
さ
れ
た
合
意

が
、
事
業
計
画
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
の
担
保
が

必
要
で
あ
る
。

流
域
委
員
会
は
、
河
川
法
に
よ

っ
て
担
保
さ

河川における公共事業をめぐる合意形成の場表1

長良川円卓会議
吉野川第十堰建設事業
審議委員会

千歳川流域治水対策検
討委員会

川辺川ダムを考える住

民討論集会
淀川水系流域委員会

設置期間 1995年3月 ～5月 1995年 ～1998年 1997年 ～1999年 2001年 ～2003年 ①2001年 ～2003年

②2003年 ～2005年

③2005年 ～2007年

設置者

(設置根拠)

建設省(建 設大臣と自

然保護団体の協議の結

果)

建設省(河 川局長通達

に基づくダム等審議委

員会)

北海道(知 事の諮問機

関)

熊本 県(第2回 か ら国

土交 通省 共催 ・熊 本 県

コー デ ィネ ー ト)

国土交通省近畿地方整

備局(河川法第16条2

第3項)

議長 学識経験者3名 が交代 添田喬(徳 島文理大学

学長)

山田家正(小 樽商科大

学学長)

鎌倉孝幸(熊 本県総括

理事)

芦田和男(京 都大学名

誉教授)

委員 建設省、水資源開発公

園、自然保護団体、研

究者など随時

学識経験者5名 、地元

首長3名 、地元議会議

長3名

委員会 学識経験者7

名、拡大委員会 利害

関係者9名

委員会形式をとらず、

事業者側 と住民団体側

が登壇

学識経験者、流域住民

など22名(部 会委員を

含め53名)

事務局 建設省 建設省 北海道 熊本県 ・国土交通省 民間企業に委託

合意形成 合 意 にい た らず 吉野川第十堰改築を妥

当と結論

放水路を含めない総合

治水対策を答申

合意にいたらず ダム は原則 と して建 設

しな い とす る提 言 を ま

とめ る

事業計画
への反映

建設大臣は長良川河口

堰の運用を決定

2000年 徳島市住民投

票 で 可 動 堰 反 対 が

92%を 占め事業休止

千歳川流域治水対策全

体計画検討委員会にひ
きつがれる

国は利水裁判に敗訴 ・

漁業権の強制収容でき

ず事業休止

1ダ ム は継 続合 意、2

ダム は中止 、2ダ ム は

縮 小 し継続
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れ
て
い
る
た
め
、
会
議
の
合
意
は
河
川
整
備
計
画
に
反
映

さ
れ
る
の
が
当
然

の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
淀
川
水

系
流
域
委
員
会
に
見
る
よ
う
に
、ダ
ム
事
業
に
関
し
て
は
、

法
的
な
根
拠
を
も

っ
た
流
域
委
員
会
の
合
意
さ
え
、
整
備

計
画
に
反
映
さ
れ
る
保
証
は
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
に
は
環
境
省
が
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン

ト
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
表
し
、
国
土
交
通
省
の
事
業

も
位
置

・
規
模
な
ど
の
計
画
段
階
に
お
い
て
、
複
数
案
を

比
較
可
能
な
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
。
し
か
し
、
計
画
段
階
に
お
け
る
合
意
形
成
プ
ロ

セ
ス
が
、
実
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
事
業
官
庁
が
主
催
す
る

こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
た
と
え
事
業
官
庁
が
行
う
と
し

て
も
、
合
意
形
成
が
十
分
な
市
民
参
加
の
も
と
で
行
わ
れ
、

そ
の
合
意
が
事
業
計
画

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
す

る
、
第
三
者
に
よ
る
チ

ェ
ッ
ク
機
関
が
ぜ
ひ
と
も
求
め
ら

れ
る
。
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